
 
体育会漕艇部の通学定期券の不正使用について 

 
このたび、体育会漕艇部員 30名が、東淀川にある練習場に通うため、住所を偽って通学定
期券を購入し、不正乗車をしていることが判明いたしました。 
これに伴い、体育会漕艇部を無期限の活動停止といたしました。 
今後、二度と起こらないよう管理体制を見直すとともに再発防止に努めてまいります。 
関係交通機関及び関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申

しあげます。 
 

２００８年１１月１９日 
                                 甲南大学 
 


